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補正予算【第３号】の主な内容
高温などによる水稲及び大豆の被害への対応

農業災害対策特別措置条例に基づく支援	 9,6769,676万万55千円千円
【特別災害の指定令和5年11月21日】

東山とおる
埼玉県議会議員

新しい「つながり」、始まる

令和6（2024）年

県議会12月定例会報告
発　行

埼玉県議会  自由民主党議員団
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
3048-822-1960

県
政
報
告

県議会12月定例会報告
狭山市 埼玉県
SAYAMA SAITAMA

　県議会12月定例会は12月4日から22日の日程で開催され、一般会計補正
予算【第３号】9,688万1千円、【第４号】18億1,140万4千円、【第５号】114

億9,715万2千円等を議決しました。
　補正予算【第３号】は、令和5年の夏の猛暑による水稲、大豆の高温障害を

受け、次期作作付けにかかる種苗や肥料購入経費を補助するための予算、補
正予算【第４号】は、職員給与の改定等に伴う予算が主な内容となっています。
　補正予算【第５号】は、物価高騰により厳しい状況に置かれている県民及び事業者を支援
するための、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づくものです。これまで県
が進めてきた福祉・医療施設等への光熱費等の支援やLPガスを使う一般家庭への支援等
に加え、トラック運送事業者に対する燃料費の支援、県産農産物販売促進キャンペーン
を通じた農業者支援及び家計負担軽減策、一人親家庭の子供の進学等への支援等が新
たに盛り込まれました。 所属委員会 文教委員会

少子・高齢福祉社会対策特別委員会

物価高への緊急支援に約115億円
猛暑被害の農家支援に約1億円を議決

一般会計 補正予算【第３号】… ………………………………………………………………………………………………9,688万1千円
＊高温などによる水稲及び大豆の被害への対応（9,676万5千円）など。詳細は下記の通り。

一般会計 補正予算【第４号】… ……………………………………………………………………………………… 18億1,140万4千円
＊人事委員会勧告及び報告を踏まえた職員給与の改定等に伴う給与費のため。

一般会計 補正予算【第５号】… …………………………………………………………………………………… 114億9,715万2千円
＊�価格等の物価高騰により厳しい状況に置かれている県民及び事業者を支援するため、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく補正

予算を活用した予算。詳細は２頁に掲載。

《一般会計 補正後累計 2兆2,593億9,489万5千円》《一般会計 補正後累計 2兆2,593億9,489万5千円》

令和５年夏の気象概況 補助内容等

対象地域

事業スキーム

県内の農作物の被害状況

•6～9月の平均気温が観測史上最高となる異常な高温
•県内の一部では7月の降水量が観測史上最少
•高温や干ばつによる県内農作物への甚大な被害が発生
　⇒農業災害対策特別措置条例に基づく特別災害に指定
　（令和5年11月21日）

次期作付に係る経費を支援する市町村に対して補助
•支援対象：高温・干ばつにより被害を受けた農業者
•補助対象：種苗、肥料購入経費
•事業主体：市町村
•負担区分：県1／2、市町村1／2

県内全市町村
（高温・干ばつの影響で被害を受けた地域）

県 市町村 被害を受けた農業者

水稲：�高温の影響で米の粒の一部が白く
なる白未熟粒の米が発生

　　　被害面積：1,221ha（速報値）
大豆：�高温・干ばつの影響で十分に成熟

しない豆が発生
　　　被害面積：307ha（速報値）

正常さや 不稔さや

正常粒
（農林水産省HP検査用語の解説より）

白未熟粒

※市町村に対する補助額が10万円未満の場合は適用除外

1／2※ 定額
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　県議会12月定例会では県議会議員として初となる一
般質問を行いました。その概要を掲載いたします。県政
に対するご意見やご要望、ご感想などをお寄せください。

（Ｉ）認知症基本法施行に伴う取り組みについて

Ｑ国は本年６月、認知症の人が自身の尊厳を保ち、
希望を抱いて生活を送れるよう「共生社会の実現

を推進するための認知症基本法」を成立させ、１年以内
に執行することになりました。それに合わせ政府は認知
症基本法に基づき対策に取り組む自治体へ財政支援す
る方針を示し、特に緊急性の高い支援策は『経済対策に
盛り込み速やかに実行していく』としたところです。一連
の国の方針を受けて、75歳以上の高齢者人口が全国で
最も早いスピードで増加する見込みの埼玉県として、課
題を認識した上で、どのように取り組んでいくのか知事
の所見を伺います。

▼

Ａ　 大野知事  県では早期発見・早期対応の観点
から、認知症の疑いがある方も含めて、訪問など

によりサポートを行う認知症初期集中支援チームの活動を
推進するほか、かかりつけ医などに研修を行い対応力の
向上を図っています。また県内10ヶ所の認知症疾患医療
センターを設置し、認証の方やその家族を支援しています。
　さらに「認知症サポーター」の養成を引き続き行うほか、
地域における支援ニーズと認知症サポーター等の支援者
をつなぐ仕組み「チームオレンジ」の整備に市町村とともに
取り組んでいます。また認知症のご本人を「埼玉県オレン
ジ大使」に任命し、自身の思いや経験を語っていただく活
動も行っています。
　認知症の方やそのご家族が地域で自分らしく暮らせる
社会を構築するため、国の緊急支援策に関する動向も見
据えつつ、関係機関等と協力して取り組んでまいります。

（２）新たな認知症施策推進計画について

Ｑ現在、令和６年度から計画期間とする新たな「認
知症施策推進計画」の策定を進めていると聞いて

いますが、これは認知症基本法の体系に基づき、新法
の都道府県計画の役割を果たすものとなるのでしょうか。
　国の基末計画の詳細が明らかでない現在、確たる方
針が決定できないことは理解しますが、県の計画策定に
係る方針は、市町村が計画策定を検討するにあたり、
大きな影響を与えることになります。少なくとも、地域
包括ケアの担い手である市町村に対しては、県計画の法
的な位置づけや基本的な体系、さらに策定及びその後
の変更などについて、どのような手順やスケジュールを
想定しているのか、可能な限り示す必要があると考えま
すが所見を伺います。

▼

Ａ　 福祉部長  現在、認知症基本法の内容を踏ま
え、令和６年度から８年度までを計画期間とする新

たな「埼玉県認知症施策推進計画」の策定作業を行って
います。この計画は法律施行後、同法第12条に基づく
計画として位置づけられるものです。
推進会議の審議状況等は県ホームページで公表してお

り、あわせて市町村に対して新たな計画の基本的な体系
や策定スケジュールなどの情報を提供してまいります。
（３）目標設定について

Ｑ令和６年度以降の計画を策定するに当たっては、
認知症の方にとっての共生社会の実現という目標

に照らし、目指すべき将来像からのバックキャストに基づ
いたアウトカムベースの目標設定についても検討すべきと
考えますが所見を伺います。

▼

Ａ　 福祉部長  議員お話しの通り、バックキャストに
基づいたアウトカムベースの目標設定はたいへん重

要であると認識しています。今後、国から示される基本
計画を踏まえ、アウトカムベースの目標設定について検討
してまいります。

Ｑ私の住んでいる狭山警察署管内は、特殊詐欺認
知件数が令和４年、県内ワースト１位で地域の皆

さんは強い危機感をもっています。特殊詐欺との長い長
い戦いは、高齢社会の急激な進行とともに新しい局面を
迎えるように思います。
県の高齢者数は約200万人であり、より多くの方に啓発
を行うためには、現在の対策の強化に加え、AIを活用し
た普及啓発を行うことが必要だと考えます。今後、AIの
活用も含めどのような対策を講じていくのか、警察本部
長に伺います。

▼

Ａ　 警察本部長  議員お話しのAIを活用した取り組
みについては、現在、事業者等と連携を図り活用

を検討しているところです。具体的には、NTT東日本が
通話内容をAIが解析し注意喚起する「特殊詐欺対策サー
ビス」を提供していることから協定を締結し、令和５年７月
から入間市で、自治体や住民の協力を得て、より効果的
なサービスの実証実験を行い、有効性と実用性について
検討を続けています。
　その他、ATMの前で通話する動作をAIで検知するカ
メラ等を開発してい
る事 業 者もあり、
AI等先端技術の活
用を積極的に検討
してまいります。

（１）埼玉県地域クラブ活動推進協議会での協議内
容を踏まえた課題と支援策について

Ｑ本県では、令和５年４月に埼玉県地域クラプ活動
推進協議会を設置し、令和６年１月の「埼玉県地

域クラブ活動の整備・充実に係る指針」の策定に向け、
協議を開始しています。令和５年度から令和７年度は活
動環境整備期間として、市町村が休日の地域クラブ活動
の実証事業を行い活動環境の整備を進め、令和８年度
から令和10年度は市町村が地域の実情に応じて、休日
の地域クラブ活動を段階的に拡大し、定着を図ることと
しています。
　そこで、「埼玉県地域クラブ活動推進協議会」における
先の指針策定に関する協議内容について、教育長に伺
います。さらに、市町村の実情や取り組み状況等を把握
するためのアンケートを実施して見えてきた、指導者確
保や保護者負担などの課題とその支援策について、あわ
せて教育長に伺います。

▼

６項目16件について県の施策に対し質問・提言
県議会議員として初の一般質問に登壇（12月定例会／12月11日の要約）

認知症基本法施行を踏まえた施策推進について

中学校部活動の地域移行について

特殊詐欺被害の撲滅について
Ａ　 教育長  県地域クラブ活動推進協議会では、

県が策定する指針に関する、地域クラブ活動の整
備にあたっての基本的な理念や目指す将来像、地域クラ
ブ活動の在り方やその整備に向けた具体的な手順などに
ついて協議しています。
　アンケートからの課題や支援策については、アンケート
結果では、指導者の確保や費用負担の在り方などの課題
を挙げた市町村が多くありました。そこで県では、退職教
職員などを指導者として登録する人材バンクの整備などを
検討してまいります。また費用負担については、保護者等
の理解促進を図るた
め、ポスターやリーフ
レットを作成して幅広
く周知するなど、市
町村に寄り添った丁
寧な支援を行ってま
いります。

（２）目標とする姿について

Ｑ各都道府県、市町村によって取り組み内容の差が
非常に大きいと感じるとともに、大きな差が生ま

れることが果たして許容できる範囲なのか、様々な不安
の声もあります。このような状況を県としてどう捉え、今
後どのように目標を設定し取り組んでいくのか教脊長に
伺います。

▼

Ａ　 教育長  議員お話しの通り、現状、何を求めら
れていてどういった姿を目標とするのか、県と各市

町村が共通認識を持って取り組んでいくことが重要です。
現在策定を進めている指針において、それらを示し、各
市町村としっかり共有することで取り組みに差が生じないよ
う支援してまいります。
（３）費用負担について

Ｑ地域クラブ活動への移行については、市町村の受
入体制の整備や指導者の確保、参加者の費用負

担等が大きな課題となっています。地域クラブ活動の指
導者への謝金や保険の加入等、保護者に新たな負担が
生じることに対して県として財政措置を講ずるべきだと考
えますが、教育長に所見を伺います。

▼

Ａ　 教育長  国は地域クラブ活動への参加費用に
ついて、受益者負担の観点から保護者が負担する

ことが適切との考えを示しており、現時点では受益者負担
を基本として進めていくことになります。しかし市町村にお
いては財政的な支援を望む声も寄せられており、県では
全国都道府県教育委員会連合会を通じて、国に必要な
財政措置を講じるよう要望しているところです。また、一
部の県内市町村では地域クラブ活動の実証事業に着手し
ており、こうした実証事業で整理された課題はもとより、
他の市町村の不安や要望などを丁寧に把握し、国に費用
負担の支援を働きかけてまいります。

※�一般質問の全文は埼玉県議会のホームページ
からご覧になれます。

https://www.pref.saitama.lg.jp/s-gikai/

埼玉県
認知症サポーター証
（表面）
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（１）産地を守る取り組みについて

Ｑ 近年、茶業を取り巻く環境は、消費量の減少、茶業者の高齢化・後継者不足などの問題を抱え、
他の農業者と同様に厳しいものとなっています。例えば、
国民一人当たりの緑茶消費量は昭和50年の1,000ｇを
ピークに、令和４年は592ｇまで低下しているのが現状
です。そういった中、日本の三大銘茶としての地位を守っ
ていくことは大変重要です。地位を守るとは生産量を維
持すること、理想でいえば茶業で利益を上げ、生活を営
むことができるということです。茶業者が抱える問題、
茶産地を守る取り組みについてどのように考えているの
か知事に伺います。

▼

Ａ　 大野知事  狭山茶の主力商品であるリーフ茶の
付加価値を高め、消費拡大を図ることが不可欠で

す。そのため、萎凋茶や和紅茶などの新商品の開発支
援や、オリジナル品種の開発に努めています。
　また狭山茶の新たな利用を提案するレシピコンテストを
実施し、狭山茶PRイベントなどで新たな需要創出に取り
組んでいます。
　一方、後継者不足の問題は、今後をになう茶業者へ
茶園を集積していくことが重要です。茶園の集積には中
間管理事業などを活用し、さらにICT技術に基づく茶園
管理システムの構築に向け研究に取り組んでいます。これ
らの取り組みをさらに進め、埼玉が誇る狭山茶産地を将
来にわたって守ってまいります。
（２）温暖化に対応した生産者支援について

Ｑ地球温暖化が農業にも大きな影響を与えており、
お茶の生育のスピードや時期がずれていると聞い

ており、凍霜害が近年、頻繁に発生していることもその
一例ではないかと考えます。温暖化が進行する中で、狭
山茶を安定的に生産し続けるために、県はどのよう支援
していくのか農林部長に伺います。

▼

Ａ　 農林部長  茶業研究所では地球温暖化の影響
に対応する技術開発に取り組んでいます。凍霜害

の回避には防霜ファンの稼働が効果的であり、HLセン
サー付き防霜ファンの活用により電気使用量削減につなが
る効果的な稼働を実証し、さらに現在、防霜ファンの稼
働状況をスマートフォンで確認できる技術の開発に取り組
んでいます。またICT技術を活用し、気温等のデータを
収集・分析した結果から収穫適期日を提供することにも取
り組んでいます。今後も生産者をしっかり支援してまいりま
す。
（３）狭山茶の輸出に対する取り組みについて

Ｑ県は、GFPグローバル産地づくり推進事業補助
金を活用し、平成30年度からフランスを中心とし

た欧州で狭山茶の販路開拓を支援しているとのこと。こ
れまでの取り組みと成果と、今後どのように狭山茶の輸
出に取り組んでいくのか農林部長に伺います。

▼

Ａ　 農林部長  令和４年度の狭山茶のヨーロッパへ
の輸出量は、平成29年度と比較して約５倍となりま

した。今後、さらに輸出量を拡大することが必要であり、
これまでの販売ルートに加え新たに取扱量の多い量販店
や百貨店との商談を行っていきます。また令和５年度から

輸出事業者へのプロモーション費用への支援を開始し、
現地ECサイトへの特集ページの掲載や試飲会の開催な
ど、効果的なプロモーション
を実施していきます。更なる
輸出拡大に地産地消の推進
を合わせて、狭山茶の需要
拡大を促進します。

Ｑ帯状癒疹の発症予防のため県に対して「①ワクチ
ン接種に対して助成を行う市町村への補助や助成

制度の創設、②予防接種法に基づく定期接種化を国に
強く要望すること、③予防や治療に関する情報を県民へ
広く周知する体制を整えること」などを要望する声が多く
上がっています。私の地元市議会からも９月定例会で意
見書が出されました。そこで、国の動向と合わせ、これ
らの要望について今後、県としてどのように取り組んでい
くのか保健医療部長に伺います。

▼

Ａ　 保健医療部長  帯状疱疹ワクチン接種の定期
接種化については国で検討が進められています。

11月に厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の小
委員会が開催され、ワクチンの有効性については一定の

知見の集積が見られる一
方、費用対効果については
さらなる検討が必要とのこと
でした。県としては引き続き、
国に対し早期の定期接種化
について要望を続けるととも
に、帯状疱疹の早期発見な
どについて、県民に周知を
図ってまいります。

（１）企業の跡地活用に向けた県の支援について

Ｑ自動車産業を取り巻く環境は、コネクテッド、自
動運転、シェアリング、電動化を意味する「CASE」

といった技術革新により、100年に１度の変革期にある
と言われていますが、ホンダが引き続き、狭山工場跡地
を活用することは、埼玉県の産業振興を推進する上でも、
非常に重要であると考えます。埼玉県としても狭山市の
思いを汲んでいただき、要請活動などの支援をしていた
だきたいと考えますが知事の所見を伺います。

▼

Ａ　 大野知事  県では定期的にホンダと意見交換を
行っていますが、同社から「狭山工場の活用につい

て、現時点で決まったものはない」と伺っています。狭山
工場が新たな産業拠点として生まれ変われば、地元のみ
ならず県全体に大きなメリットがあります。ホンダの新たな
チャレンジが狭山工場で展開されるよう、私自らホンダに
対して要請を行うなど、狭山市とも連携して取り組みたい
と思います。
（２）柏原小入口交差点の整備について

Ｑこの交差点は狭山市北部に位置し、県道鯨井狭山
線と県道堀兼根岸線が交差する交通の要衝です。

現在、右折帯と歩道整備を進めていただいておりますが、
現在の進捗状況と今後の見通しについて伺います。

▼

Ａ　 県土整備部長  令和３年度から測量設計に着手
し、令和５年度は用地測量を実施しています。今

後は用地測量が完了次第、物件調査を行い、用地の取
得を進めてまいります。
（３）入曽交差点の整備について

Ｑこの交差点は、西武新宿線の入曽駅近くに位置し、
県道川越入間線と県道所沢狭山線が交差する自

動車や歩行者の多い交差点です。現在、右折帯と歩道
の整備を進めていただいておりますが、現在の進捗状況
と今後の見通しについて伺います。

▼

Ａ　 県土整備部長  令和２年度から用地取得に着手
し、現在の用地買収率は42％です。令和５年度は

入曽駅入口交差点の市道拡幅工事の影響範囲として狭
山市が施工する25ｍ区間の歩道工事に合わせて、県で
はこれに連続する50ｍ区間の歩道工事に着手してまいり
ます。今後も地元の皆さまのご理解・ご協力をいただきな
がら、残る用地を取得し、順次工事を実施してまいります。
（４）柏原小入口交差点の雨水対策について

Ｑ県道鯨井狭山線と県道堀兼根岸線が交差する柏
原小入口交差点においては、両路線からの雨水

が合わさり、その雨水が住宅地に流れ込むため、地元
住民から浸水被害の早期解消が強く望まれています。雨
水対策について、今後の工事の見通しについて伺います。

▼

Ａ　 県土整備部長  県道堀兼根岸線の柏原小入口
交差点から柏原保育所までの160ｍ区間では、歩

道内の既存の側溝に加え、車道の両側に側溝を整備す
る計画です。令和５年度は南側の工事を進め、年度内の
完成を目指しています。この工事が完了次第、引き続き、
北側の工事を実施してまいります。
（５）不老川の河川改修について

Ｑ県では河道拡幅や橋梁架換え、入間市内の調節
池の整備などを進めていただき、川が広がり綺麗

に整備された箇所を見て地元の方々は大変喜んでいま
す。しかし、西武新宿線より上流が未整備となっており、
早期に整備してほしいとの声も多く届いています。狭山
市内の不老川における河川改修の現状と今後の見通し
について伺います。

▼

Ａ　 県土整備部長  河川整備計画に位置づけられて
いる調節池を狭山市内に整備する必要があり、そ

の後、西武新宿線より上流の未整備区間の改修工事を
行うこととなります。令和５年度は調節池の位置を選定す
るための測量や地質調査を進めています。この調査結果
を基に地元狭山市をはじめ、地域の皆さまのご理解とご
協力をいただきながら、調節池の位置を選定し整備を進
めるとともに、未整備区間の事業推進に努めてまいります。

狭山茶振興について

帯状癒疹ワクチン接種について

地元問題

令和5年度防犯のまちづくり街頭キャンペーン　狭山会場

※�一般質問の一部内容は読売新聞、毎日新
聞、埼玉新聞の朝刊に載り、
　注目されました。

埼玉県の花：サクラソウ 狭山市の花：つつじ
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浦和駅にて自民党県議団で行った募金活動

補正予算【第５号】の主な内容

（3）その他

（１）物価高騰の影響を受ける生活者・事業者に対する緊急支援

（2）物価高騰の影響を受けにくい経営体質への転換を促す支援

東山とおる オフィシャルサイト  sayama.higashiyama@gmail.comhttps://higashiyama-toru.com/

①LPガスを使用する一般消費者等に対する支援……………………31億8,743万7千円
LPガス料金の高騰による一般消費者等の負担を軽減するため、販売事業者を通じ、価格高騰の影響分の一部を補助する。＜繰越明許費の設定＞

②新子供の進学等への支援… ………………………1,171万5千円
経済的課題を抱えるひとり親家庭等の子育て世帯について、子供の進学に向けたチャレンジを後押しするため、大学等の受験料や中学・高
校3年生の模試費用などの支援を行う市町村に対して補助する。

③福祉施設、医療施設等に対する支援………36億148万4千円
光熱費等の高騰の影響を緩和するため、高齢者施設、障害者施設、児童養護施設、保育所、病院、一般診療所、分娩取扱助産所、施術所、
私立学校、卸売市場、園芸施設等に対し補助する。

④新新トラック運送事業者に対する支援………23億2,800万円
燃料価格の高騰の影響を緩和するため、運送事業者に対し補助する。＜繰越明許費の設定＞

⑤地域公共交通事業者に対する支援………………1億2,900万円
燃料価格の高騰の影響を緩和し運行継続を支援するため、乗合バス及びタクシー事業者に対し補助する。

⑥畜産農家に対する支援………………………………5億1,335万円
配合飼料価格のうち製造及び流通コストの上昇分の影響を緩和するため、畜産農家に対し補助する。

⑦新新県産農産物販売促進キャンペーンを通じた農業者
　支援及び家計負担軽減…………………… 3億489万4千円

県産農産物の取扱量の増加及び県民の家計負担の軽減を図るため、量販店等が行う販売促進キャンペーンに対し補助する

①中小企業等における原材料の転換等の支援… ……………………… 5億1,842万6千円
原材料価格の高騰を踏まえ、原材料の転換や使用量削減による経営体質改善を更に促すため、専門家や認定支援機関の助言に基づき中小企業等が実施する設備投資や製品開発
等に要する経費を補助する。＜繰越明許費の設定＞

②中小企業等の省エネ・再エネ設備投資への支援……14億円
中小企業等におけるエネルギー使用量及びCO2排出量の削減による体質改善を更に促すため、空調設備・ボイラー等の更
新及び蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備等の導入経費を補助する。＜繰越明許費の設定＞

③新新施設園芸農家の省エネ転換への支援……2億4,675万円
燃料価格の高騰の影響を受けにくい省エネ型施設園芸への転換を促進するため、施設園芸農家に対して、ヒートポンプなど
の省エネ機器や資材の導入経費を補助する。＜繰越明許費の設定＞

①農業収益力向上への支援… …………………………………………………… 2億1,000万円
競争力のある園芸作物産地を形成するため、収益力向上に計画的に取り組む農業者に対して、生産技術高度化のための施設整備に要する経費を補助する。＜繰越明許費の設定＞

②障害児のプライバシー保護や支援体制の整備… ………………………………… 4,180万円
障害児通所支援事業所におけるプライバシー保護等を図るため、パーテーションや簡易更衣室などの導入に要する経費を補助するとともに、地域における障害児の支援体制を強化
するため、市町村への助言等を行う支援員を設置する。

（１）物価高騰の影響を受ける生活者・事業者に対する緊急支援…………90億8,017万6千円
（２）物価高騰の影響を受けにくい経営体質への転換を促す支援…………21億6,517万6千円
（３）その他……………………………………………………………………………… 2億5,180万円

　埼玉県では地震発生後、防災ヘリの出動とともに、警察、医療をはじめ
とした多くの県職員が被災地に入り、活動しています。
　現在でも様々な企業団体の皆様と協力して支援活動を続けています。

■令和6年元旦に起きた
　能登半島地震被災地に支援の輪が！


